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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第14期

第３四半期
連結累計期間

第15期
第３四半期
累計期間

第14期

会計期間
自　2017年７月１日　
至　2018年３月31日

自　2018年７月１日
至　2019年３月31日

自　2017年７月１日
至　2018年６月30日

売上高 (千円) 7,714,346 9,812,953 11,209,930

経常利益 (千円) 485,755 139,654 569,983

四半期(当期)純利益 (千円) 333,999 91,319 397,288

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 391,725 394,560 393,525

発行済株式総数 (株) 14,552,000 14,570,000 14,562,000

純資産額 (千円) 1,994,310 2,095,990 2,075,110

総資産額 (千円) 4,019,295 4,218,795 4,900,949

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 23.46 6.27 27.75

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 22.31 6.10 26.53

１株当たり配当額 (円) ― ― 5.00

自己資本比率 (％) 49.6 49.7 42.3
 

　

回次
第14期

第３四半期
連結会計期間

第15期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　2018年１月１日
至　2018年３月31日

自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 7.80 5.64
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、第14期第３四半期累計（会計）期間

に代えて、第14期第３四半期連結累計（会計）期間について記載しております。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．2018年３月14日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第14期の期首に当該株式分割が

行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

 当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 　　また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。

（メディア事業）

　　 2018年７月31日付で、連結子会社でありましたNet Marketing International,Inc.を解散いたしました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

また、当社は前第３四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していない

ため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。なお、財政状態の分

析については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。

 
(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間（2018年７月１日から2019年３月31日まで）におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得

環境の改善に伴い個人消費に持ち直しの動きが見られ、総じて緩やかな景気回復基調が続いております。

当社が事業展開を行う国内インターネット関連市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末をはじめと

するインターネット利用端末の多様化等により、インターネット利用人口は2017年の１年間で13歳～59歳の各年齢階

層において９割を超えて利用され、人口普及率は80.9％（前年比2.6％減）と高い水準を維持しております（注）。ま

た、FacebookやTwitter、LINEに代表されるソーシャルメディアの普及率は54.7％（前年比3.7％増）と上昇を続けて

おります（注）。消費者がインターネット及びスマートフォンを利用する時間の拡大とともに、インターネットやス

マートフォンに関連したサービスは更なる市場拡大が期待されております。

こうした環境のもと、当社は、中期経営計画を達成するため、中核事業である広告事業の拡販、「Omiai」の収益基

盤の確立を中心に、事業拡大に向けた取り組みを進めております。また、広告事業の第２の柱として、前事業年度よ

り「SNS広告」の取扱いを開始しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は98億12百万円、営業利益は１億43百万円、経常利益は１億39

百万円、四半期純利益は91百万円となりました。

　（注）出所：総務省「平成29年通信利用動向調査の結果」

 
報告セグメントの業績は以下のとおりであります。

＜広告事業＞

　広告事業は、主にアフィリエイト広告に特化したエージェントとして、広告プロモーションの戦略立案から運用

支援までを一貫して提供するアフィリエイトエージェント事業を主力のサービスとして提供しております。また、

前事業年度より、「SNS広告」の取扱いを開始し、第２の事業の柱とするためノウハウやナレッジの蓄積に努めると

ともに、徐々に取引先を増やし、今後本格的な事業展開を進めて参ります。

 当事業においては、エステや人材関連等を扱う「サービス」カテゴリーが好調に推移した結果、当事業の売上高

は67億４百万円、セグメント利益は４億94百万円となりました。

 
＜メディア事業＞

　メディア事業は、マッチングサービス事業として恋愛マッチングサービスの「Omiai」を提供しております。

　当第３四半期においては、市場の変化に対応すべくプロモーション戦略を見直し、マーケティングの最適化を行っ

た結果、新規会員の獲得数が順調に推移したため、2019年３月にはサービス開始以降の累計会員数が405万人を突破

いたしました。また、「Omiai」を通じて地方自治体の抱える「人口減少」や「婚姻率低下」などの社会的課題を解

決すべく青森県と連携し、当該課題の解決のための取り組みを開始しております。

　以上の結果、当事業の売上高は31億８百万円、セグメント利益は53百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

　（資産、負債及び純資産の状況）

　当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ６億82百万円減少し、42億18百万円となりま

した。これは主に、買掛金等の支払に伴う現金及び預金の減少４億３百万円及び売掛金の減少２億60百万円等によ

るものであります。

一方、負債合計は、前事業年度末と比べ７億３百万円減少し、21億22百万円となりました。これは主に、買掛金

の減少４億52百万円及び未払法人税等の減少１億31百万円等によるものであります。

  純資産合計は、前事業年度末と比べ20百万円増加し、20億95百万円となりました。これは主に、利益剰余金が配

当により72百万円減少したものの、四半期純利益91百万円を計上したこと等によるものであります。

　以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の42.3％から49.7％となりました。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年５月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,570,000 14,570,200
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、株主
としての権利内容に何ら限定
のない当社における標準とな
る株式であります。
単元株式数は100株でありま
す。

計 14,570,000 14,570,200 ― ―
 

（注）１．「提出日現在の発行数」欄には、2019年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ス

トック・オプション）の行使により発行された株式数は含まれておりません。

２．当社は、2019年４月４日付で、東京証券取引所市場第二部から同取引所市場第一部に市場変更しており

ます。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年３月31日 ― 14,570,000 ― 394,560 ― 384,560
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(5) 【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 100 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

145,678

完全議決権株式であり、株主として
の権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

14,567,800

単元未満株式 2,100 ― ―

発行済株式総数 14,570,000 ― ―

総株主の議決権 ― 145,678 ―
 

（注）当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2018年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

② 【自己株式等】

2019年３月31日現在　

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社ネットマーケティング
東京都港区南青山
一丁目２番６号

100 ― 100 0.00

計 ― 100 ― 100 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

なお、当社は第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報を記

載しておりません。

 
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2019年１月１日から2019年３月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2018年７月１日から2019年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年６月30日)
当第３四半期会計期間
(2019年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,946,851 2,543,564

  売掛金 1,384,187 1,123,911

  その他 41,756 162,703

  貸倒引当金 △11 △9

  流動資産合計 4,372,785 3,830,169

 固定資産   

  有形固定資産 140,869 126,454

  無形固定資産 43,119 18,931

  投資その他の資産 344,175 243,240

  固定資産合計 528,164 388,625

 資産合計 4,900,949 4,218,795

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,767,099 1,314,623

  1年内返済予定の長期借入金 79,992 79,992

  未払金 448,772 414,408

  未払法人税等 131,689 ―

  その他 238,261 213,750

  流動負債合計 2,665,815 2,022,774

 固定負債   

  長期借入金 160,024 100,030

  固定負債合計 160,024 100,030

 負債合計 2,825,839 2,122,804

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 393,525 394,560

  資本剰余金 383,525 384,560

  利益剰余金 1,298,160 1,316,671

  自己株式 △101 △101

  株主資本合計 2,075,110 2,095,690

 新株予約権 ― 300

 純資産合計 2,075,110 2,095,990

負債純資産合計 4,900,949 4,218,795
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

          (単位：千円)

          当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 9,812,953

売上原価 6,823,424

売上総利益 2,989,529

販売費及び一般管理費 2,845,679

営業利益 143,849

営業外収益  

 受取利息 39

 受取手数料 6,677

 その他 610

 営業外収益合計 7,327

営業外費用  

 支払利息 753

 新株予約権発行費 10,558

 その他 210

 営業外費用合計 11,522

経常利益 139,654

特別損失  

 関係会社清算損 329

 特別損失合計 329

税引前四半期純利益 139,325

法人税、住民税及び事業税 8,921

法人税等調整額 39,084

法人税等合計 48,005

四半期純利益 91,319
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【注記事項】

(追加情報)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会計期

間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

 
当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)

 

減価償却費 40,533  
 

　

 
(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間(自　2018年７月１日　至　2019年３月31日)

　　１．配当金支払額

決議
株式の
種　類

配当の
原　資

配当金の
総　額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2018年９月27日
定時株主総会

普通株式
利　益
剰余金

72,809千円 5.00円2018年６月30日 2018年９月28日
 

 

　　２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間(自 2018年７月１日 至 2019年３月31日)

１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期損益
計算書計上額

(注)２広告事業 メディア事業 計

売上高      

　(1) 外部顧客への売上高 6,704,396 3,108,557 9,812,953 ― 9,812,953

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,704,396 3,108,557 9,812,953 ― 9,812,953

セグメント利益 494,890 53,313 548,203 △404,353 143,849
 

(注) １．セグメント利益の調整額△404,353千円はセグメントに配分していない全社費用であります。

 全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 ６円27銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益金額(千円) 91,319

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 91,319

普通株式の期中平均株式数(株) 14,569,787

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ６円10銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) 406,014

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

2018年10月17日取締役会決議
に基づく新株予約権
新株予約権の数　3,000個
（普通株式 300,000株)

 

 
２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年５月13日

株式会社　ネットマーケティング

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大田原　吉隆 ㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐々木　 斉 ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ネット

マーケティングの2018年７月１日から2019年６月30日までの第15期事業年度の第３四半期会計期間(2019年１月１日から

2019年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(2018年７月１日から2019年３月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ネットマーケティングの2019年３月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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